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昭
和
五

O
年
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
・
政
治
資
金
規
正
法

の
改
正
を
め
ぐ
る
政
治
過
程

日

次

第
一
節
立
法
の
制
度

第
二
節
立
法
主
体
の
昭
和
五

O
年
の
状
況

付
政
務
調
査
会

。

総

務

会

同
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
(
調
査
〉
特
別
委
員
会

帥
三
木
内
閣
と
自
民
党

伺
三
木
武
夫
と
党
近
代
化

付
三
木
内
閣
の
基
本
方
針

第
三
節
選
挙
二
法
改
正
の
政
治
過
程

付
自
民
党
内
に
お
け
る
政
治
過
程

ω
問
題
の
選
択

( 

一) 

口同
ヰ
小
叶
.

内

俊

北法32(2・143)487



挙}

ω
参
議
院
全
国
区
制
の
改
正
と
定
数
是
正
問
題
の
展
開
(
以
上
本
号
)

側
選
挙
公
営
並
に
機
関
紙
配
布
規
制
等
選
挙
運
動
の
規
制
に
関
す
る
問
題
の
展
開

刷
政
治
資
金
規
正
法
問
題
の
展
開

同
国
会
内
に
お
け
る
政
治
過
程

伺
野
党
お
よ
び
外
部
諸
団
体
の
運
動

制

年

表

資

第
一
節

立
法
の
制
度

法
案
の
国
会
へ
の
提
出
は
、
政
府
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
場
合
と
、
議
員
に

よ
り
提
出
さ
れ
る
場
合
と
に
大
別
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
政
府
提
出
に
よ

る
場
合
に
限
定
し
て
、
国
会
に
提
出
さ
れ
る
ま
で
の
法
案
形
成
の
過
程
を
、

制
度
論
的
観
点
か
ら
考
察
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

政
府
提
出
法
案
の
場
合
に
は
、
議
員
提
出
の
場
合
に
も
増
し
て
政
党
、
と

り
わ
け
与
党
の
党
内
政
策
形
成
・
決
定
過
程
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
政
策
の
形
成
は
、
一
般
に
そ
の
六
割
が
官
僚
に
よ
っ
て
な
さ

ハ
2
〉

れ
、
二
割
が
議
員
、
二
割
が
利
益
団
体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る

が
、
官
僚
に
よ
る
政
策
形
成
は
、
与
党
た
る
自
民
党
の
政
策
形
成
と
歩
調
を

合
わ
せ
て
行
な
わ
れ
る
と
言
っ
て
良
い
。
後
で
触
れ
る
よ
う
に
、
官
僚
に
よ

っ
て
政
策
が
提
起
さ
れ
る
場
合
で
も
、
議
員
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
場
合
で

も
、
自
民
党
内
の
政
策
形
成
の
手
続
に
は
大
き
な
違
い
は
な
い
。
自
民
党
内

(
3
)
 

の
政
策
形
成
・
決
定
の
機
構
に
つ
い
て
は
既
に
い
く
つ
か
の
研
究
に
よ
っ
て

詳
し
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
に
依
拠
し
て
、
本

稿
の
問
題
関
心
の
範
囲
に
お
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

自
民
党
の
党
内
政
策
形
成
の
中
心
と
な
る
政
務
調
査
会
(
政
調
)
は
、
そ

の
基
本
的
単
位
と
し
て
、
部
会
、
特
別
委
員
会
、
調
査
会
な
ど
を
有
し
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
の
中
で
も
、
部
会
は
政
府
機
構
の
各
分
野
と
不
足
な
く
対
応

(
4
)
 

ず
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
て
い
る
ロ
所
属
す
べ
き
部
会
の
選
択
は
議
員
に
任
せ

ら
れ
て
お
り
、
議
員
に
よ
る
部
会
選
択
基
準
も
、
支
持
基
盤
の
特
性
な
ど
に

左
右
さ
れ
て
必
ず
し
も
議
員
白
身
の
専
門
的
知
識
を
反
映
し
て
い
な
い
と
い

ハ
5〉

わ
れ
る
。
即
ち
、
部
会
は
、
そ
の
分
野
に
お
け
る
利
害
や
そ
れ
に
対
す
る
関

心
は
あ
っ
て
も
、
十
分
な
知
識
を
持
た
な
い
議
員
を
多
く
含
む
こ
と
に
な
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る
。
部
会
に
お
い
て
、
議
員
が
行
政
実
務
上
の
実
態
や
諸
問
題
に
つ
い
て
官

僚
か
ら
知
識
を
得
る
こ
と
を
期
待
し
、
官
僚
が
、
自
ら
の
省
庁
、
部
局
の
意

昭和50年における公職選挙法・政治資金規正法の改正をめぐる政治過程 (1) 

見
を
法
案
に
反
映
さ
せ
、
更
に
は
可
決
成
立
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
を
議
員
に

期
待
す
る
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
上
級
官
僚
経
験
者
の
語
っ

た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
各
省
の
当
該
案
件
に
直
接
関
係
す
る
課
長
、
部
長
、

局
長
ク
ラ
ス
の
官
僚
は
、
ほ
ぼ
毎
回
部
会
に
出
席
し
て
説
明
、
調
査
等
を
行

な
っ
て
い
る
。
政
府
の
提
出
す
る
法
案
の
す
べ
て
が
政
調
部
会
で
検
討
さ
れ

る
と
い
う
点
で
官
僚
に
対
す
る
議
員
の
優
位
が
認
め
ら
れ
る
反
面
、
法
技
術

的
側
面
や
情
報
の
収
集
・
蓄
積
な
ど
の
点
で
は
官
僚
の
優
位
が
認
め
ら
れ
よ

う
。
こ
の
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
「
自
民
党
は
中
央
官
庁
を
掌
握
し
て
い
る

と
い
う
よ
り
も
そ
れ
に
寄
り
か
か
っ
て
い
〈
出
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
の
下
に
あ
っ
て
も
、
議
員
個
人
お
よ

び
派
関
の
意
向
が
政
調
部
会
に
お
い
て
反
映
さ
れ
る
可
能
性
は
、
官
僚
人
事

ヘ
の
影
響
力
な
ど
の
面
か
ら
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

部
会
で
形
成
さ
れ
た
法
案
は
、
政
調
審
議
会
を
経
て
、
通
常
は
総
務
会
へ

と
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
幻
u

年
に
一
度
の
党
大
会
ゃ
、
定
期
的
に
は
関
か
れ

な
い
両
院
議
員
総
会
に
比
べ
、
総
務
会
は
極
め
て
頻
繁
に
関
か
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
総
務
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
事
実
上
は
、
総
務
会
長
と
幹
事
長
に

ハ
8
)

一
定
の
方
法
で
決
定
さ
れ
る
。
総
務
は
、
党
内
に
お
い
て
重
要
視

よ
っ
て
、

さ
れ
る
ポ
ス
ト
で
あ
り
、
「
政
務
次
官
あ
る
い
は
常
任
委
員
長
の
経
験
者
で

な
け
れ
ば
、
ま
ず
総
務
に
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
当

(
9〉

選
四
回
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
総
務
の

定
数
は
会
長
を
含
め
コ
一

O
名
で
あ
る
。
総
務
の
ポ
ス
ト
が
高
い
価
値
を
持
つ

以
上
、
こ
の
限
定
さ
れ
た
ポ
ス
ト
の
配
分
に
派
閥
が
関
与
す
る
の
は
当
然
で

あ
る
。
領
袖
に
つ
い
て
は
異
な
る
が
、

理
由
の
一
っ
こ
そ
、
ポ
ス
ト
の
配
分
に
あ
ず
か
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
か
ら

(日〉

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
総
務
会
は
派
閥
の
意
向
が
反
映
さ
れ
る
傾
向
を
濃
厚

一
般
の
成
員
が
派
閥
に
属
し
て
い
る

に
有
す
る
こ
と
と
な
る
。

『
総
務
会
は
、
国
会
開
会
中
は
、
週
二
回
、
火
曜
と
金
曜
の
午
前
十
一
時
か

ら
会
合
を
も
っ
。
閉
会
中
は
、
週
一
回
が
普
通
だ
。
臨
時
会
議
も
と
き
ど
き

あ
る
。
ま
た
、
予
算
編
成
が
最
終
段
階
に
は
い
る
と
総
務
会
は
毎
日
開
か
れ

(日〉

る
0

・
:
』
と
い
わ
れ
、
議
員
の
自
由
な
出
席
、
発
言
、
関
係
官
庁
の
役
人
、

党
の
事
務
局
員
の
出
席
が
認
め
ら
れ
る
以
外
は
、
記
者
、
傍
聴
人
な
ど
が
締

(ロ〉

め
出
さ
れ
る
「
半
公
開
」
の
会
議
、
即
ち
、
党
に
対
し
て
の
み
開
放
さ
れ
た

会
議
で
あ
る
。
決
定
は
通
常
話
し
合
い
で
す
す
め
ら
れ
、
投
票
に
よ
る
決
着

北法32(2・145)489

は
避
け
ら
れ
る
。
総
務
会
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
次
の
よ
う
な
結
果
を
も

た
ら
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
会
議
が
党
に

所
属
す
る
議
員
に
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
総
務
会
の
場
で
積
極
的



料

に
妥
協
点
を
見
出
す
こ
と
が
閤
難
な
い
し
事
実
上
不
可
能
に
な
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
即
ち
、
総
務
会
で
一
た
び
公
然
と
異
を
唱
え
る
者
が
あ
る
場
合
に

資

は
、
議
論
百
出
す
れ
ど
決
定
に
は
至
ら
な
い
。
「
ム
ラ
」
(
派
閥
)
の
意
向
と

体
面
を
全
う
す
る
た
め
に
は
、
対
立
点
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
際
の
解

決
策
は
、
非
公
開
の
場
に
お
い
て
対
立
点
を
予
め
解
消
す
る
(
根
廻
し
〉
と

い
う
手
順
が
踏
ま
れ
た
後
、
総
務
会
で
再
び
合
意
の
形
式
的
確
認
と
し
て
の

「
決
定
」
が
行
な
わ
れ
る
か
、
会
長
一
任
と
し
て
総
務
会
と
し
て
の
決
定
が

回
避
さ
れ
、
対
立
点
の
調
整
が
非
公
開
の
場
に
持
ち
込
ま
れ
る
か
の
い
ず
れ

か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
総
務
会
の
実
質
的
な
機
能
は
、
従
っ
て
、
党
の

政
策
決
定
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
決
定
に
先
立
っ
て
党
内
の
対
立
点
の

所
在
や
対
立
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
言
え
よ
う
。
第
二
の
点
は
、

決
定
時
間
に
よ
る
党
の
内
閣
に
及
ぼ
す
制
御
の
問
題
で
あ
る
。
総
務
会
が

「
党
の
運
営
お
よ
び
国
会
活
動
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
決
定
」
す
る
機

関
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
こ
で
の
決
定
は
、
党
案
と
し
て
の
資
格
が
そ
の

政
策
案
に
付
与
さ
れ
る
た
め
の
不
可
欠
な
要
件
と
な
る
。
内
閣
が
最
も
近
い

国
会
会
期
中
に
法
案
を
可
決
成
立
さ
せ
る
た
め
の
日
程
上
の
制
約
を
負
っ
て

い
る
こ
と
は
動
か
し
難
い
か
ら
、
総
務
会
の
決
定
に
費
す
時
聞
が
、
タ
イ
ム

リ
ミ
ヅ
ト
を
め
ぐ
っ
て
内
閣
と
党
の
緊
張
点
と
な
り
う
る
。
こ
こ
に
、
決
定

が
全
会
一
致
を
前
提
と
す
る
総
務
会
の
性
格
が
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

少
数
で
は
あ
っ
て
も
、
る
る
程
度
の
非
妥
協
的
反
対
勢
力
が
あ
る
限
り
、
決

定
は
引
き
延
さ
れ
、
結
果
と
し
て
は
否
決
し
た
と
同
じ
効
果
を
引
き
出
し
得

る
か
ら
で
あ
る
。

総
務
会
で
決
定
さ
れ
、
党
案
と
さ
れ
た
法
案
は
、
関
係
各
省
聞
の
事
務
上

の
調
整
が
必
要
な
場
合
に
は
事
務
次
官
会
議
を
経
て
閣
議
決
定
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
こ
の
段
階
か
ら
先
は
、

一
方
で
国
会
内
の
立
法
手
続
、
即
ち
、
内

閣
か
ら
議
会
へ
の
法
案
提
出
、
趣
旨
説
明
、
関
連
委
員
会
へ
の
付
託
、
委
員

会
で
の
審
議
・
決
定
、
本
会
議
で
の
審
議
・
決
定
、
と
い
っ
た
衆
参
両
議
院

で
の
一
連
の
手
続
に
よ
る
決
定
過
程
と
同
時
に
、
野
党
側
か
ら
の
反
対
や
修

正
要
求
、
院
外
に
お
け
る
世
論
・
マ
ス
コ
ミ
動
向
等
に
対
応
す
る
措
置
が
内

閣
及
び
自
民
党
内
で
形
成
さ
れ
る
過
程
、
と
が
併
行
し
て
展
開
さ
れ
る
。
確

か
に
、
与
党
が
安
定
し
た
多
数
議
席
を
国
会
で
占
め
て
い
る
場
合
に
は
、
法

案
が
提
出
さ
れ
た
後
の
決
定
過
程
は
、
立
法
過
程
の
中
で
ほ
と
ん
ど
意
味
を

(
日
)

持
た
な
い
と
言
え
る
が
、
与
野
党
の
議
席
数
が
接
近
し
た
状
況
下
で
は
、
提

出
さ
れ
た
法
案
を
め
ぐ
る
修
正
や
妥
協
の
過
程
は
無
視
し
得
な
い
。

昭
和
五

O
年
の
公
職
選
挙
法
・
政
治
資
金
規
正
法
の
改
正
が
行
な
わ
れ
た

当
時
、
こ
れ
ま
で
に
示
し
た
諸
段
階
に
お
け
る
立
法
機
構
は
、
ど
の
よ
う
な

性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討

を
行
な
い
た
い
。

北法32(2・146)490



(1) 

門

1
〉
本
研
究
は
昭
和
五
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
補
助
金
(
一
般
研
究

B
)
の
交
付
を
受
け
た
、
「
選
挙
法
の
立
法
過
程
に
関
す
る
実
証
的
比
較

法
的
研
究
」
の
一
部
と
し
て
行
な
わ
れ
た
。

(

2

)

叶，

r
a
o
p
Z・
切
・
出
。
耳
叶
「
刊
の
c
ロ
2
2
R
2
2
岡
山
己
め
し
『
悶
℃
国

P

呂

S
-
?百
g
H
g
d回
目
話
訪
日
々
司

H
o
g
-
N
・
B
-
セ
イ
ヤ
l

ハ小

林
克
己
訳
〉
『
自
民
党
』
(
昭
和
四
三
年
)
一
八
八
頁
。

〈

3
〉
セ
イ
ヤ
l
前
掲
書
の
他
、
三
沢
潤
生
「
政
策
決
定
過
程
の
概
観
」

『
年
報
政
治
学
一
九
六
七
現
代
日
本
の
政
党
と
官
僚
』
(
一
九
六
七

年
)
、
升
味
準
之
輔
「
自
由
民
主
党
の
組
織
と
機
能
」
同
室
田
所
収
。

(

4

)

現
行
部
会
は
、
内
閣
、
地
方
行
政
、
国
務
、
法
務
、
財
政
、
外
交
、

文
教
、
社
会
、
労
働
、
農
林
、
水
産
、
商
工
、
交
通
、
通
信
、
建
設
、

科
学
技
術
、
環
境
の
一
七
で
あ
る
。

(

5

)

セ
イ
ヤ
1
、
前
掲
書
、
一
八
三
頁
。

ハ
6
)
升
味
、
前
掲
論
文
六
五
頁
。

(
7
〉
自
民
党
内
の
政
策
形
成
及
び
決
定
の
手
続
と
し
て
は
、
総
務
会
に
送

ら
れ
る
前
に
政
調
審
議
会
の
審
議
・
決
定
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

の
異
議
申
立
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
な
い
と
い
わ
れ
、
形
式
的
手
続
と

な
っ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。
(
セ
イ
ヤ
I
、
前
掲
書

一
八
五

l
六
頁
。
)

ハ
8
)
党
所
属
議
員
中
の
一
五
名
を
衆
議
院
か
ら
、
七
名
を
参
議
院
か
ら
選

任
し
、
総
裁
指
名
に
よ
り
八
名
が
選
任
さ
れ
る
。
な
お
、
衆
議
院
か
ら

の
一
五
名
は
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
り
按
分
さ
れ
て
い
る
。

(
9
〉
セ
イ
ヤ
l
、
前
掲
書
二
二

O
頁。

昭和50年における公職選挙法・政治資金規正法の改正をめく、る政治過程

(
m
u
問
書

(
日
〉
同
書

ハ
ロ
)
同
書

(
口
)
同
書

二
七

i
四
八
頁
。

二
二
八
頁
。

同
頁
。

二
O
ニ
頁
。

第
二
節

立
法
主
体
の
昭
和
五

O
年
の
状
況

付

政
務
調
査
会

ま
ず
、
自
民
党
政
調
会
か
ら
み
て
い
こ
う
。
本
稿
で
と
り
上
げ
る
選
挙
二

法
は
、
政
調
会
の
中
の
選
挙
調
査
会
で
主
た
る
政
策
決
定
が
行
な
わ
れ
た
。

当
時
三
木
内
閣
の
下
で
党
選
挙
調
査
会
長
を
務
め
た
の
は
、
福
田
派
の
早
川

崇
で
あ
る
。
早
川
は
当
時
当
選
一
〕
回
、
既
に
閣
僚
経
験
を
も
っ
古
参
議
員

で
あ
っ
た
。
早
川
は
か
つ
て
三
木
派
に
属
し
て
い
た
が
、
池
田
ゴ
一
選
の
時
期

に
ご
一
木
派
を
離
れ
て
福
田
派
に
移
っ
て
い
る
。
早
川
は
、
自
治
政
務
次
官
、

自
治
相
な
ど
を
経
験
し
て
自
治
畑
に
明
か
る
い
上
、
自
ら
も
選
挙
制
度
に
は

か
ね
て
か
ら
関
心
を
持
ち
、
党
内
で
も
選
挙
制
度
に
関
す
る
提
案
を
行
な
っ

(川り

て
き
た
。
三
木
体
制
下
で
の
選
挙
調
査
会
長
へ
の
就
任
は
、
早
川
の
経
歴
と

〈

日

ゾ

能
力
を
評
価
し
た
三
木
の
意
思
に
よ
る
も
の
だ
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
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早
川
の
政
治
資
金
に
つ
い
て
の
意
見
は
三
木
と
は
異
な
り
、
企
業
の
政
治
献



料

金
を
法
的
に
制
限
す
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
賛
成
で
は
な
か
っ
た
。
早
川

は
、
当
時
衆
議
院
法
制
局
長
川
口
頼
好
等
と
精
力
的
に
三
木
の
も
と
を
訪

ね
、
法
案
の
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。
企
業
献
金
廃
止
な
ど
の
点
で
三
木
と

意
見
の
違
い
は
あ
っ
た
が
、
他
方
そ
う
で
あ
っ
た
が
故
に
、
知
識
と
経
験
の

上
で
早
川
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
党
内
に
お
け
る
一
定
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

資

を
発
揮
で
き
る
条
件
を
備
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
三
木
の
企
業
献
金
に
対

す
る
意
見
は
、
こ
れ
を
「
悪
と
は
恩
わ
な
い
」
が
、
「
政
党
の
経
常
費
ま
で

も
安
易
に
企
業
献
金
を
あ
て
に
す
る
よ
う
で
は
甘
え
過
ぎ
」
と
考
え
る
と
い

(
日
目
〕

う
方
向
に
、
次
第
に
緩
や
か
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

(
U
〉
早
川
崇
「
早
川
式
選
挙
区
移
譲
制
度
」
『
月
曜
会
レ
ポ
ー
ト
』
(
昭
和

四

O
年
九
月
)
二
二
頁
。

(
日
〉
早
川
崇
代
議
士
談
。

(
叩
山
〉
三
木
武
夫
「
自
由
民
主
党
役
員
会
に
お
け
る
発
言
(
昭
和
五

O
年
二

月
二
四
日
)
」
『
一
一
一
木
内
閣
総
理
大
臣
演
説
集
』
(
昭
和
五
二
年
)
。

∞ 
総
務
会

昭
和
五

O
年
一
月
の
総
務
会
の
派
閥
状
況
は
、
三
木
派
四
人
、
福
田
派
五

人
、
田
中
派
六
人
、
大
平
派
二
人
、
中
曽
根
派
一
一
一
人
、
水
田
派
二
人
、
と
な

っ
て
お
り
、
田
中
派
か
ら
弱
冠
三
一
歳
、
当
選
二
回
組
の
小
沢
一
郎
が
加
わ

っ
て
い
る
他
は
、
全
体
と
し
て
、
当
選
回
数
も
多
い
党
の
中
心
的
メ
ン
バ
ー

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
福
田
は
副
総
理
で
あ
り
、
中
曽
根
は

党
の
幹
事
長
で
、
い
ず
れ
も
三
木
体
制
内
に
あ
っ
た
上
、
椎
名
裁
定
に
際
し

て
三
木
と
の
明
白
な
対
立
関
係
は
な
か
っ
た
。
こ
の
、
三
木
政
権
初
期
に
お

い
て
、
総
務
会
は
、
三
木
・
福
田
・
中
曽
根
の
各
派
計
一
一
一
名
、
福
田
に
近

い
と
い
わ
れ
る
船
田
・
水
田
の
両
派
の
五
名
、
中
間
派
の
石
井
・
椎
名
両
派

及
び
無
派
関
の
四
名
、
コ
一
木
政
権
と
は
程
度
の
違
い
は
あ
れ
対
抗
関
係
に
あ

っ
た
回
中
・
大
平
両
派
の
八
名
、
と
い
っ
た
勢
力
バ
ラ
ン
ス
の
下
に
あ
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
総
務
会
に
お
け
る
異
議
の
存
在
は
、
も
と
よ
り
派
閥
次
元
の

問
題
と
し
て
す
べ
て
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
議
員
個
人
の
意
見
の
違

い
や
、
政
策
研
究
グ
ル
ー
プ
な
ど
の
共
通
意
見
に
基
づ
く
派
閥
横
断
的
な
集

団
の
影
響
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
政
権
の
安
定
化
、
ひ
い
て
は
長
期
化
に
対
す
る
非
協
力
な
い
し
は
抵
抗

の
動
機
が
存
在
し
、
か
っ
、
そ
れ
を
正
当
化
し
得
る
論
拠
や
環
境
が
形
成
さ

れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
場
合
、
対
抗
派
閥
の
問
題
は
一
一
層
重
要
で
あ
る
。
三

木
体
制
に
対
す
る
対
抗
派
関
と
一
応
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
、
田
中
・
大
平

両
派
所
属
の
議
員
で
当
時
総
務
を
務
め
て
い
た
の
は
、
総
務
副
会
長
の
井
原

岸
高
を
は
じ
め
と
し
、
小
山
省
二
、
小
宮
山
重
四
郎
、
小
沢
一
郎
、
浦
野
幸

男
ハ
以
上
衆
議
院
議
員
〉
、
岡
本
悟
、
大
森
久
司
、
園
田
清
充
ハ
以
上
参
議

北法32(2・148)492



院
議
員
)
の
八
名
で
あ
っ
た
。

昭和50年における公職選挙法・政治資金規正法の改正をめぐる政治過程(1)

同

公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
(
調
査
)
特
別
委
員
会

国
会
に
お
け
る
五

O
年
一
月
当
時
の
政
党
別
議
席
状
況
は
、
衆
議
院
に
お

い
て
は
、
自
民
二
七
九
、
社
会
一
一
七
、
共
産
三
九
、
公
明
三

O
、
民
社
二

0
、
そ
の
他
一
、
で
、
自
民
党
の
多
数
は
動
か
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
前
年

七
月
の
半
数
改
選
を
経
た
参
議
院
で
は
、
自
民
二
一
八
、
社
会
一
一
七
、
共

産
・
革
新
共
同
二

O
、
公
明
二
四
、
民
社
一

O
、
二
院
グ
ラ
ブ
四
、
そ
の
他

四
、
で
与
野
党
の
議
席
差
は
ま
さ
に
伯
仲
し
て
い
た
。

衆
議
院
の
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
の
成
員
の
政
党

別
構
成
は
、
自
民
一
回
、
社
会
六
、
共
産
二
、
公
明
二
、
民
社
一
、
で
あ
っ

た
。
委
員
長
は
、
小
淳
太
郎
(
自
民
・
保
利
系
)
、
理
事
は
、
奥
野
正
亮
(
無

派
)
、
田
中
栄
一
(
石
井
派
)
、
久
野
忠
治
(
田
中
派
)
、
小
山
省
二
(
田
中

派
)
、
笹
山
茂
太
郎
(
一
二
木
派
)
(
以
上
自
民
)
、
阿
部
昭
吾
、
山
田
芳
治

(
以
上
社
会
〉
、
津
金
佑
近
(
共
産
・
革
新
共
同
〉
の
各
議
員
、

一
般
委
員

は
、
石
井
一
(
田
中
派
)
、
小
泉
純
一
郎
(
福
田
派
)
、
小
島
徹
三
(
福
田

派
)
、
佐
藤
孝
行
(
中
曽
根
派
)
、
自
演
仁
士
口
(
福
田
派
)
、
本
名
武
(
三
木

派
)
、
福
永
健
司
(
大
平
派
)
、
綿
貫
民
輔
ハ
椎
名
派
)
(
以
上
自
民
)
、
大

柴
滋
夫
、
木
島
喜
兵
衛
、
山
本
幸
一
、
佐
藤
観
樹
(
以
上
社
会
)
、
林
百
郎

(
共
産
)
、
浅
井
美
幸
(
公
明
)
、
小
沢
貞
孝
(
民
社
)
で
あ
る
。
前
年
度
の

同
調
査
特
別
委
員
会
の
メ

γ
パ
!
と
比
較
す
る
と
、
委
員
長
が
大
平
派
の
福

永
健
奇
か
ら
中
間
派
の
小
津
太
郎
に
変
わ
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
し

か
し
、
自
民
党
理
事
に
は
、
小
津
太
郎
の
委
員
長
就
任
を
除
い
て
大
き
な
変

動
は
見
ら
れ
ず
、
田
中
派
が
二
名
の
席
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
他
の
自
民
党

所
属
委
員
は
、
=
一
木
派
が
一
名
の
他
は
大
半
が
福
田
派
と
中
間
派
で
、
全
体

と
し
て
は
反
三
木
的
構
成
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
更
に
注
目
す
べ
き
は
、
自

民
党
所
属
委
員
が
、
委
員
長
以
下
前
年
か
ら
引
続
い
て
い
る
の
と
同
様
、
委

員
数
で
野
党
第
一
党
の
社
会
党
委
員
は
、
六
人
中
四
人
が
留
任
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
当
選
回
数
か
ら
み
る
と
、
社
会
党
所
属
の
委
員
は
、
佐
藤
の
二

回
、
山
田
の
一
固
と
、
比
較
的
議
員
経
験
の
浅
い
者
が
多
い
。
社
会
党
は
こ

の
委
員
会
メ
ン
バ
ー
で
は
、
党
の
選
挙
制
度
特
別
委
員
長
で
、
当
選
一

O
回

の
山
本
幸
一
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
(
一
月
二
四
日
委
員
長

及
び
委
員
の
異
動
後
〉
。

参
議
院
の
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
党
派
別
構
成
は
、

自
民
一

O
、
社
会
五
、
共
産
二
、
公
明
二
、
民
社
つ
と
な
っ
て
い
た
。
参

議
院
の
場
合
は
、
前
年
七
月
の
半
数
改
選
を
経
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
方
が
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入
れ
替
っ
て
お
り
、
委
員
一
九
名
の
う
ち
、
今
年
か
ら
新
た
に
委
員
に
な
っ

た
者
が
一
三
名
に
上
っ
た
。
自
民
党
委
員
の
派
関
構
成
を
み
る
と
、
委
員
長

が
福
田
派
の
中
西
一
郎
、
理
事
に
三
木
派
の
小
林
国
司
、
委
員
は
、
有
田
、



iG~ 

西
村
、
泰
野
の
三
人
が
田
中
派
、
木
内
、
高
橋
(
邦
〉
の
二
人
が
福
田
派
、

錦
木
が
中
曽
根
派
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
衆
議
院
の
調
査
特
別
委
員
会

資

同
様
、
は
っ
き
り
し
た
反
三
木
的
構
成
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ

で
は
、
地
方
区
選
出
議
員
と
全
国
区
選
出
議
員
の
比
率
に
目
を
配
っ
て
お
く

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
全
国
区
選
出
議
員
は
全
委
員
中
一

O
名
で
、
前
年

の
八
名
よ
り
二
名
増
え
て
委
員
会
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
。
参
議
院
選
挙

制
度
を
め
ぐ
る
重
要
な
イ
ッ
シ
ュ
!
と
し
て
、
地
方
区
の
定
数
是
正
と
全
国

区
の
選
挙
制
度
そ
の
も
の
の
変
更
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
が
、
議
員
の
選
出

さ
れ
方
に
よ
っ
て
、
争
点
に
対
す
る
関
心
や
意
見
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

三
木
内
閣
と
自
民
党

三
木
内
閣
は
、
し
ば
し
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
よ
う

(
口
〉

に
、
「
晴
天
の
ヘ
キ
レ
キ
」
内
閣
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
田
中
前
首
相
へ
の
金

伺
権
批
判
で
内
閣
が
辞
職
し
た
後
、
自
民
党
内
の
派
閥
措
抗
の
中
か
ら
、
突
然

誕
生
し
た
内
閣
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
選
挙
二
法
の
改
正
は
、
コ
一
木
政
権
下
に

お
け
る
最
初
の
立
法
に
属
す
る
が
、
三
木
が
当
時
い
か
な
る
党
内
状
況
の
下

に
置
か
れ
て
い
た
か
を
知
る
上
で
、
三
木
政
権
誕
生
の
い
き
さ
つ
に
、
簡
単

で
は
あ
っ
て
も
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
刊
日
〉

四
九
年
七
月
の
参
議
院
議
員
選
挙
で
の
、
い
わ
ゆ
る
「
徳
島
戦
争
」
は
、

問
中
・
三
木
関
係
の
決
定
的
対
立
を
も
た
ら
し
、
更
に
、
そ
の
選
挙
の
結

果
、
保
革
の
議
席
差
七
と
い
っ
た
事
態
を
引
き
起
し
た
田
中
内
閣
へ
の
党
内

外
か
ら
の
批
判
、
が
次
第
に
高
ま
り
を
み
せ
て
い
た
。
七
月
一
一
-
一
日
に
三
木
は

福
総
理
の
職
を
辞
し
た
。
三
木
の
辞
職
に
際
し
て
の
立
場
は
、
閣
外
に
あ
っ

て
党
近
代
化
に
専
心
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
田
中
内
閣
の
大

蔵
大
臣
で
あ
っ
た
福
田
起
夫
は
、
参
議
院
選
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
お
い
て
、
自

民
党
の
イ
ン
フ
レ
対
策
に
対
す
る
批
判
的
立
場
を
表
明
し
て
い
た
。
七
月
一

(
ゆ
)

六
日
、
福
田
も
大
蔵
大
臣
を
辞
職
し
、
閣
外
に
出
た
。
田
中
内
閣
末
期
に
お

い
て
、
コ
一
木
・
福
田
は
公
然
と
田
中
に
対
す
る
非
協
力
的
な
い
し
は
批
判
的

姿
勢
を
示
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

(
初
〉

ー
ー
ー
そ
の
金
脈
と
人
脈
』
を
は
じ
め
と
す
る
田
中
金
脈
批
判
が
高
ま
る
中

で
、
田
中
内
閣
は
一
一
月
二
六
日
に
総
辞
職
し
た
。
田
中
政
権
の
崩
壊
が
、

一
O
月
に
な
っ
て
、
『
田
中
角
栄
研
究

「
回
中
金
脈
」
批
判
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
も
、
自
民
党
全
体
の
体
質
へ

の
党
内
外
か
ら
の
批
判
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
点
に
注
意
を
向
け
て
お
く
べ

き
で
あ
る
。

問
中
は
退
陣
を
決
意
す
る
ま
で
に
か
な
り
迷
っ
た
様
子
で
あ
る
が
、
退
陣

後
の
処
理
を
党
副
総
裁
で
あ
り
、
党
基
本
問
題
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
調
査

会
(
党
基
本
問
題
調
査
会
〉
会
長
で
も
あ
る
、
椎
名
悦
コ
一
郎
に
一
任
し
た
。

最
大
の
議
員
数
を
擁
す
る
大
平
派
は
、
大
平
正
芳
を
首
相
候
補
と
す
る
べ
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く
、
総
裁
を
公
選
に
よ
っ
て
決
す
べ
し
と
主
張
し
、
福
田
派
で
は
、
党
内
分

昭和50年における公職選挙法・政治資金規正法の改正をめぐる政治過程 (1) 

裂
を
回
避
す
る
と
い
う
名
分
で
、
話
し
合
い
に
よ
る
決
定
が
主
張
さ
れ
た
。

公
選
を
避
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
党
の
分
裂
を
決
定
的
に
し
な
い
と
い
う

点
で
賛
成
す
る
者
も
多
く
、
話
し
合
い
と
な
れ
ば
、
議
員
数
で
は
第
二
位
で

あ
っ
て
も
、
党
の
長
老
幹
部
に
岸
信
介
、
佐
藤
栄
作
、
船
田
中
、
石
井
光
次
郎

な
ど
、
福
岡
を
推
す
者
を
多
く
擁
し
て
い
て
福
田
に
も
分
が
あ
っ
た
。
コ
一
木

武
夫
は
、
副
総
理
辞
任
後
は
目
立
っ
た
動
き
を
見
せ
な
か
っ
た
が
、
田
中
退

陣
後
、
田
中
の
本
来
の
総
裁
任
期
の
翌
年
七
月
ま
で
の
暫
定
総
裁
を
主
張
し
、

(
幻
)

そ
の
聞
に
党
の
近
代
化
を
す
す
め
て
か
ら
公
選
を
行
な
う
こ
と
を
主
張
し
て

即
時
公
選
と
な
る
の
を
牽
制
し
て
い
た
。
二
一
木
に
は
即
時
公
選
と
な
っ
た
場

〈
勾
)

合
に
は
、
脱
党
し
て
新
党
結
成
の
動
き
が
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

少
な
く
と
も
、
コ
一
木
は
、
一
二
木
・
福
岡
の
連
携
に
よ
り
、
公
選
に
よ
る
選
出

を
抑
え
、
保
革
連
合
に
よ
る
新
党
結
成
の
可
能
性
を
限
定
さ
れ
た
範
閤
に
見

せ
る
こ
と
で
、
党
の
分
裂
回
避
の
動
き
を
誘
発
す
る
と
い
う
構
え
で
あ
っ
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
選
論
の
大
平
派
は
党
内
で
孤
立
し
、
福
田
に
期
待
し
て
の
非
公
選
論

も
、
福
田
の
線
が
田
中
、
大
平
の
強
硬
な
反
対
で
潰
さ
れ
て
、
結
局
、
党
内

に
確
固
た
る
基
盤
を
も
た
な
い
三
木
が
、
暫
定
的
措
置
と
し
て
の
期
待
を
受

け
な
が
ら
椎
名
裁
定
に
よ
り
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場

合
、
福
田
自
身
に
せ
よ
福
田
派
議
員
に
せ
よ
、
一
一
一
木
に
対
す
る
協
力
の
姿
勢

は
示
し
た
も
の
の
、
こ
れ
を
や
む
を
得
ぬ
選
択
だ
っ
た
と
す
る
意
識
が
強
か

っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、
回
中
派
は
、
福
田
安
定
政
権
に
移

行
し
て
し
ま
う
よ
り
は
、
自
派
の
復
活
の
チ
ャ
ン
ス
が
大
き
い
と
踏
ん
で
の

(お〉

選
択
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
平
派
は
最
後
ま
で
反
対
の
態
度

を
と
り
続
け
た
が
、
結
局
、
党
内
で
の
孤
立
を
回
避
す
る
た
め
、
妥
協
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
わ
け
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
三
木
政
権
の
誕
生
は
、
「
暫
定
」
を
暗
黙
の
前
提
と
し
た
「
緊

急
避
難
」
的
決
定
の
結
果
と
し
て
、
党
内
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
獲
得
し
得
た

と
言
っ
て
よ
い
。
こ
こ
に
政
権
誕
生
の
当
初
か
ら
三
木
に
課
せ
ら
れ
た
厳
し

い
党
内
条
件
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
田
中
派
九
二
、
福
田
派
八
二
、
大
平

派
六
七
、
に
次
ぐ
四
六
名
の
議
員
を
擁
す
る
に
す
ぎ
な
い
小
派
関
な
の
に
加

え
、
「
結
党
以
来
の
危
機
」
に
支
え
ら
れ
た
党
内
総
ガ
ヤ
ア
体
制
に
は
自
ず

(
川
品
〕

か
ら
持
続
性
に
限
界
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
が
、

椎
名
が
、
三
木
内
閣
が
独
禁
法
改
正
に
取
り
組
む
の
に
対
し
、
「
オ
マ
エ
は

(おぱ

党
近
代
化
だ
け
や
れ
ば
よ
い
。
余
計
な
こ
と
は
す
る
ナ
。
」
「
ゴ
一
木
を
政
権
の

座
に
つ
け
て
や
ら
せ
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
自
民
党
の
近
代
化
と
派
閥
解
消

だ
け
だ
。
そ
れ
な
の
に
三
木
は
な
に
を
勘
違
い
し
た
の
か
、
早
期
解
散
に
よ

北法32(2・151)495

る
長
期
政
権
を
考
え
た
り
、
独
禁
法
改
正
な
ど
余
計
な
も
の
に
ま
で
手
を
出



料

し
て
し
ま
っ
た
。
不
明
な
首
相
を
つ
く
っ
た
と
い
う
批
判
は
甘
ん
じ
て
受
け

(
叫
叫
〉

ざ
る
を
得
な
い
ョ
。
」
と
周
囲
に
洩
ら
し
た
と
取
り
ざ
た
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

資

こ
の
、
周
囲
の
「
暫
定
」
と
、
コ
一
木
の
「
長
期
安
定
」
と
い
っ
た
思
惑
の

ズ
レ
は
、
三
木
内
閣
の
立
法
過
程
の
重
要
な
環
境
と
な
っ
た
。
三
木
自
身

は
、
裁
定
の
前
日
に
、
先
に
主
張
し
た
新
総
裁
の
任
期
は
翌
年
七
月
ま
で
の

暫
定
的
な
も
の
と
い
う
見
解
を
、
本
格
政
権
だ
が
翌
年
七
月
に
は
新
総
裁
は

洗
礼
を
受
け
る
と
言
い
換
え
て
暫
定
政
権
を
否
定
し
た
。
三
木
が
裁
定
の
内

容
を
裁
定
の
前
日
こ
ろ
に
知
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
自
ら

の
政
権
に
つ
い
て
の
長
期
安
定
化
の
意
志
表
示
と
い
え
よ
う
。

一
木
に
は
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
政
治
資
金
の
規
正
、
総
裁
選
の
改
善

な
ど
の
諸
点
を
含
む
、
党
の
近
代
化
に
つ
い
て
の
か
ね
て
か
ら
の
取
り
組
み

と
主
張
が
あ
っ
た
。
三
木
の
こ
の
よ
う
な
政
治
姿
勢
は
、
「
田
中
金
脈
批
判
」

を
頂
点
と
す
る
自
民
党
の
悪
い
イ
メ
ー
ジ
を
回
復
さ
せ
る
上
で
、
「
出
産
し

的
」
効
果
を
発
揮
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
い
て

み
る
な
ら
ば
、
椎
名
裁
定
に
よ
る
三
木
の
選
出
は
、
自
民
党
の
起
死
回
生
の

一
手
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
裁
定
、
が
、
「
天
の
声
」
と
し

て
党
内
で
受
け
容
れ
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
三
木
に
そ
れ
だ
け
の
適
格
性

が
あ
る
こ
と
が
、
党
内
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

(
汀
)
一
二
木
が
椎
名
裁
定
の
発
表
に
際
し
て
こ
う
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
た
。

毎
日
新
聞
社
政
治
部
『
政
変
』
(
昭
和
五

O
年
五
月
〉
一
一
一
一
ニ
頁
。

(
四
)
田
中
派
が
、
三
木
の
地
元
で
あ
る
徳
島
地
方
区
に
、
自
派
の
後
藤
田

正
晴
を
党
公
認
候
補
と
し
て
立
て
、
三
木
の
推
す
久
次
米
健
太
郎
を
非

公
認
と
し
て
選
挙
戦
が
行
な
わ
れ
た
。
ご
一
木
・
田
中
の
「
代
理
戦
争
」

「
徳
島
戦
争
」
な
ど
と
マ
ス
コ
ミ
で
取
り
ざ
た
さ
れ
た
。

(
叩
)
福
田
・
田
中
の
調
整
に
失
敗
し
た
保
利
茂
は
同
日
福
田
に
先
立
っ
て

辞
職
し
た
。
福
田
の
田
中
批
判
は
激
烈
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
福
田
に

対
し
、
辞
職
は
政
局
不
安
を
も
た
ら
す
と
す
る
批
判
に
次
の
よ
う
に
答

え
て
い
る
。
「
い
う
と
こ
ろ
の
政
局
の
安
定
と
は
、
当
面
の
政
権
の
安

定
で
あ
り
、
反
省
も
改
革
も
な
く
頬
冠
り
で
こ
の
ま
ま
政
権
が
進
ん
だ

ら
、
一
体
日
本
の
閏
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
(
か
ど
「
ヘ
ド
ロ
大
掃
除

は
、
ま
ず
金
権
異
臭
の
洗
い
落
し
か
ら
ば
じ
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

『
中
央
公
論
』
(
昭
和
四
九
年
九
月
号
)
二
二
、
一
二
七
頁
。

(
加
)
『
文
芸
春
秋
』
(
昭
和
田
九
年
一
一
月
号
)
。

(mC
毎
日
新
開
社
政
治
部
前
掲
書
二
三
二
頁
。

ハ
包
)
同
書
二
三
五
頁
。
堀
川
吉
則
「
日
本
的
政
治
不
安
の
季
節
到
来
」

渡
没
恒
雄
『
、
氷
一
田
町
見
開
録
』
(
昭
和
五
五
年
)
五
二
頁
。

(
幻
)
塩
口
喜
乙
「
三
木
政
権
と
保
守
体
制
」
白
鳥
令
編
『
保
守
体
制
・

下
』
(
昭
和
五
二
年
)
三
八
頁
。

(
剖
)
岩
見
隆
夫
「
一
一
一
木
内
閣
へ
の
期
待
と
危
倶
」
『
中
央
公
論
』
(
一
九
七

五
年
二
月
号
〉
五
八
六
八
頁
。

ハ
お
)
小
林
吉
弥
「
総
括
、
コ
一
木
首
相
採
点
」
『
新
評
』
〈
一
九
七
六
年
九
月
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口
す
)
五
六
l
六
四
頁
。

(
お
〉
『
財
界
』
(
一
九
七
五
年
六
月
一
日
号
〉

一O
八
頁
。

昭和50年における公職選挙法・政治資金規正法の改正をめぐる政治過程(1)

同

一
木
武
夫
と
党
近
代
化

三
木
の
党
近
代
化
に
対
す
る
取
り
組
み
は
、
昭
和
三
七
年
こ
ろ
か
ら
極
め

て
積
極
的
に
行
な
わ
れ
て
き
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
の
自
民
党
総

裁
池
田
勇
人
は
、
党
内
の
批
判
的
意
見
を
党
の
正
式
な
機
関
へ
と
取
り
込
も

う
と
し
、
党
近
代
化
に
関
す
る
組
織
調
査
会
を
設
け
、
会
長
に
=
一
木
を
就
任

ハ
幻
)

さ
せ
た
。
同
調
査
会
に
は
次
の
五
つ
の
小
委
員
会
が
置
か
れ
た
。
ハ
円
政
党
の

基
本
小
委
員
会
(
小
委
員
長

石
田
博
英
)
、
同
選
挙
制
度
小
委
員
会
(
問
、

小
沢
佐
重
喜
〉
、
同
党
の
組
織
小
委
員
会
(
問
、
安
井
謙
ν
、
帥
資
金
小
委
員

会
(
問
、
小
坂
善
太
郎
町
伺
団
結
小
委
員
会
(
向
、
灘
尾
弘
士
口
)
。
こ
れ
ら

の
中
か
ら
、
選
挙
制
度
小
委
員
会
と
、
資
金
小
委
員
会
を
と
り
上
げ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
に
お
け
る
主
た
る
審
議
事
項
と
審
議
回
数
を
示
し
て
お
こ
う
。
選
挙

制
度
小
委
員
会
で
は
、
選
挙
制
度
に
つ
い
て
、
選
挙
調
査
会
と
の
合
同
会
議

(
一
二
回
)
、
青
木
試
案
の
説
明
並
に
そ
の
検
討
(
ゴ
一
回
)
、
選
挙
制
度
に
つ
い

て
、
北
海
道
、
東
北
、
関
東
、
東
海
、
北
信
越
、
近
畿
、
四
国
、
九
州
選
出

議
員
と
の
懇
談
会
(
六
回
)
、
学
識
経
験
者
の
意
見
聴
取
(
二
回
)
な
ど
の

事
項
の
審
議
が
行
な
わ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
中
心
は
選
挙
制
度
改

正
案
に
つ
い
て
の
ブ
ロ
ヅ
グ
別
議
員
懇
談
会
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で

検
討
さ
れ
た
の
は
、
現
行
中
選
挙
区
制
の
維
持
、
単
純
小
選
挙
区
制
へ
の
移

行
、
小
選
挙
区
制
に
比
例
代
表
制
を
加
味
し
た
制
度
の
導
入
、
中
選
挙
区
制

(
犯
)

比
例
代
表
制
(
移
譲
方
式
)
の
そ
れ
ぞ
れ
の
案
の
利
害
得
失
の
検
討
で
あ
っ

た
が
、
最
も
賛
成
が
多
か
っ
た
の
は
、
中
選
挙
区
比
例
代
表
制
(
移
譲
方

式
)
で
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
山
制
度
の
大
幅
改
正
は
混
乱
を
招
く
恐
れ
が

あ
る
。
聞
こ
の
制
度
は
現
行
制
度
の
弊
害
(
同
士
山
打
ち
、
選
挙
費
用
の
多
額

の
出
費
、
死
票
一
が
多
い
〉
を
、
多
少
と
も
除
去
で
き
る
。
問
実
現
が
容
易
。

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
「
長
年
培
養
し
た
選
挙
区
に
愛
着
が
あ
り
、
区

域
改
変
に
は
消
極
的
で
あ
ふ
が
、
現
行
の
ま
ま
で
は
、
弊
害
が
多
い
の
で
、

(
m
U〉

此
際
の
改
変
を
こ
の
方
法
に
求
め
て
い
る
」
こ
と
が
指
協
附
さ
れ
て
い
る
。
即

ち
、
「
政
党
の
近
代
化
の
た
め
に
は
、
小
選
挙
区
制
に
よ
る
こ
と
が
好
ま
し

(ぬ〉

い
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
」
と
い
う
党
の
見
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
方
の

意
見
は
選
挙
区
割
の
変
更
に
手
を
つ
け
る
困
難
は
回
避
し
て
中
選
挙
区
で
共

存
を
計
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
参
議
院
全
国
区
制
を
改
正

し
、
拘
束
式
比
例
代
表
制
と
し
て
政
党
に
投
票
を
求
め
る
べ
き
だ
と
す
る
意

見
に
か
な
り
の
賛
成
が
あ
っ
た
こ
と
、
定
数
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
速
か
に
是

北法32(2・153)497

正
す
る
べ
き
こ
と
な
ど
も
答
申
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
当
面
必
要
な
改
革
と

し
て
、
公
認
候
補
の
決
定
を
厳
正
に
し
、

一
部
幹
部
の
専
断
を
排
す
こ
と
、



ギ}

選
挙
違
反
に
関
す
る
裁
判
の
一
ヶ
年
以
内
上
告
審
終
了
を
め
ざ
す
こ
と
、
選

挙
公
営
の
徹
底
を
め
ざ
し
、
ポ
ス
タ
ー
、
テ
レ
ビ
放
送
の
公
営
化
を
即
時
実

資

施
す
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
党
内
で
改
革
案
を
}
本
化
で
き
な
か

っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
時
期
に
既
に
、
定
数
是
正
、
個
人
本
位
か
ら
政
党
本

位
の
選
挙
へ
の
転
換
、
選
挙
の
公
営
化
の
諸
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
い
わ

ば
後
に
試
み
ら
れ
る
改
革
案
が
す
べ
て
出
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て

お
き
た
い
。

で
は
、
資
金
小
委
員
会
の
場
合
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
の
審
議

事
項
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、
法
務
省
刑
事
課
長
よ
り
運
用
面
か
ら
み
た
諸

問
題
、
国
民
協
会
常
任
理
事
よ
り
国
民
協
会
の
現
状
、
検
察
当
局
よ
り
政
治

資
金
規
正
の
問
題
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
う
け
(
各
一
回
)
、
衆
議
院

法
制
局
第
二
部
長
川
口
、
お
よ
び
同
課
長
斉
藤
両
氏
と
の
意
見
交
換
、
両
氏

へ
の
参
考
意
見
提
出
の
依
頼
、
お
よ
び
川
口
氏
の
参
考
意
見
の
検
討
(
計
一
一
一

回
)
、
を
行
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
答
申
に
盛
り
込
ま
れ
た

内
容
は
、
川
現
状
に
お
い
て
は
解
決
は
困
難
だ
が
、
党
財
政
を
党
費
と
個
人

寄
金
に
よ
っ
て
賄
え
る
よ
う
努
力
す
る
。
間
派
閥
を
解
消
し
、
こ
れ
に
よ
る

資
金
蒐
集
を
や
め
て
党
一
本
の
資
金
体
制
を
つ
く
る
。
間
派
閥
の
資
金
調
達

の
役
割
を
果
す
政
治
結
社
の
解
散
。
凶
自
民
党
へ
の
政
治
資
金
は
原
則
と
し

て
国
民
協
会
を
通
す
。
同
個
人
後
援
会
へ
の
政
治
、
資
金
は
同
一
個
人
又
は
法

(
剖
〉

人
よ
り
一
一
一

O
万
円
以
上
受
け
取
ら
な
い
、
な
ど
の
諸
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
党
議
の
決
定
と
し
、
党
員
の
責
任
に
委
ね
て
実
効
が
あ
が
ら
ぬ

場
合
に
の
み
、
法
的
規
正
を
強
化
す
る
と
い
う
方
針
も
合
わ
せ
て
答
申
さ
れ

た
。
こ
の
中
の
派
閥
の
解
消
に
つ
い
て
は
、
三
木
調
査
会
長
は
極
め
て
熱
心

に
主
張
し
、
調
査
会
答
申
中
に
「
自
民
党
に
対
す
る
国
民
の
批
判
は
『
派

関
』
に
集
中
さ
れ
、
国
民
が
今
自
民
党
に
最
も
強
く
求
め
て
い
る
も
の
が

『
派
閥
解
消
』
で
あ
る
こ
と
は
明
白
」
で
あ
り
、
「
い
か
に
小
さ
い
成
果
と

は
い
え
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
れ
だ
け
は
ど
う
し
て
も
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
決
意
し
希
望
し
て
い
る
一
事
が
あ
る
。
『
派
閥
の
解
消
』
で
あ
る
。
」
と
明

記
し
て
、
「
一
切
の
派
閥
の
無
条
件
解
消
」
の
実
行
に
つ
き
「
総
裁
、
副
総

(
明
記
)

裁
の
理
解
と
勇
断
」
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
答
申
の
基
調
は
、
こ
の
よ
う
に

み
る
限
り
、
派
閥
単
位
の
集
金
体
制
を
、
党
に
一
元
化
す
る
こ
と
に
力
点
が

置
か
れ
て
お
り
、
必
ら
ず
し
も
企
業
献
金
の
解
消
に
つ
い
て
積
極
的
な
取
り

組
み
が
求
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。

こ
の
組
織
調
査
会
の
答
申
は
、
昭
和
三
八
年
一

O
月
一
七
日
、
池
田
総
裁

に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
の
答
申
に
盛
ら
れ
た
諸
提
案
は
党
内
で
ほ
と

ん
ど
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
特
に
、
翌
年
七
月
の
池
田
ゴ
一
選
を

一
O
億
円
以
上
の
運
動
資
金
が
乱
れ
と
ん
だ
と
い
わ

れ
、
派
閥
単
位
の
金
権
選
挙
が
横
行
し
た
の
で
あ
札
。

め
ぐ
る
総
裁
選
で
は
、

北法32(2・154)498



昭和50年における公職選挙法・政治資金規正法の改正をめぐる政治過程 (l) 

(
幻
)
会
長
三
木
武
夫
、
副
会
長
に
は
石
田
博
英
、
小
沢
佐
重
喜
、
小
坂
善

太
郎
、
鈴
木
善
幸
、
回
中
竜
夫
、
中
曽
根
康
弘
、
灘
尾
弘
士
口
、
早
川

山
田
市
、
保
利
茂
、
水
田
三
喜
男
、
山
村
新
治
郎
、
石
原
幹
市
郎
、
郡
祐
一
、

安
井
謙
、
が
就
任
し
た
。
ま
さ
に
挙
党
組
織
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

(
お
)
注
(

M

)

参
照
。
当
選
基
数
に
達
す
る
得
票
数
を
有
す
る
候
補
者
を
当

選
人
と
し
、
当
選
人
が
定
数
に
達
し
な
い
と
き
に
は
基
数
を
越
え
る
候

補
者
か
ら
そ
の
越
え
る
分
の
得
票
を
、
法
定
得
票
数
に
達
し
て
い
る
同

一
政
党
の
次
順
位
者
に
移
譲
す
る
方
式
。
基
数
は
次
の
式
で
求
め
る
。

ρ
H
1同
l
+
M内
〈
但
し
、

H
V
M
V
O
)

去
十
回

(
Q
H
当
選
基
数
、

M

H
議
員
定
数
、

V
H
有
効
投
票
総
数
。
)

(
却
)
『
自
由
民
主
党
組
織
調
査
会
答
申
』
(
昭
和
四

O
年

二

月

)

七
二
一
具
。

(
鈎
〉
同
書
七
五
頁
。

(
幻
)
同
書
八
二
|
八
三
頁
。

(
勾
)
同
書
三
頁
。

(
お
〉
」
一
一
選
を
狙
う
池
田
と
、
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
佐
藤
栄
作
、
藤

山
愛
一
郎
ら
と
の
対
決
は
激
し
く
、
ま
た
、
勢
力
も
伯
仲
し
て
い
た
た

め
、
「
他
派
議
員
を
」
人
一
入
力
ネ
や
ポ
ス
ト
で
切
り
崩
す
一
本
釣
り

戦
法
」
が
し
き
り
に
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
二
派
、
三
派
、
更
に

は
も
っ
と
多
く
の
派
か
ら
金
を
受
け
取
る
議
員
は
、
「
ニ
ッ
カ
」
「
サ
ン

ト
リ
ー
」
「
オ
ー
ル
ド
パ

1
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。

渡
没
恒
雄
前
掲
書
一

O
七
l
一
O
八
頁
。

制

コ
一
木
内
閣
の
基
本
方
針

「
金
権
批
判
」
の
中
で
退
陣
し
た
田
中
内
閣
の
後
を
受
け
て
登
場
し
た
三

木
内
閣
は
、
「
自
民
党
結
党
以
来
の
危
機
」
を
打
開
す
る
た
め
に
も
、
反
金

権
的
姿
勢
を
打
ち
出
す
こ
と
が
、
党
内
外
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
た
。
党
内
に

(
M
)
 

向
け
て
の
第
一
声
と
も
い
え
る
、
自
民
党
総
裁
受
諾
の
挨
拶
の
中
で
、
一
二
木

は
五
つ
の
点
に
つ
い
て
党
内
の
理
解
と
協
力
を
求
め
た
。
第
一
に
は
、
総
裁

公
選
規
定
、
政
治
資
金
、
選
挙
制
度
の
根
本
的
改
革
に
よ
る
党
の
思
い
切
っ

た
改
革
、
第
二
に
は
、
イ
ン
フ
レ
と
不
況
の
解
決
、
第
三
に
は
、
国
民
に
対

す
る
真
実
の
提
示
、
第
四
に
は
石
油
産
出
国
と
の
関
係
を
含
む
国
際
協
調
、

第
五
に
は
、
保
革
伯
仲
情
勢
に
お
け
る
対
話
に
よ
る
与
野
党
関
係
の
樹
立
、

が
提
示
さ
れ
た
。
第
一
の
点
に
政
治
資
金
、
選
挙
制
度
の
改
革
が
含
ま
れ
る

の
は
、
い
ず
れ
も
金
の
か
か
ら
ぬ
政
治
(
選
挙
)
活
動
の
実
現
と
関
連
を
も

っ
か
ら
で
あ
る
。
更
に
こ
の
点
に
つ
い
て
、
三
木
は
自
ら
の
試
案
を
既
に
用

意
し
て
い
る
こ
と
を
こ
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
三
木
試
案
と
呼
ば
れ

る
も
の
が
こ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
二
一
月
二
七
日
、

党
改
革
案
」
と
し
て
提
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
中
で
三
木
は
試
案
作
成
の
動
機

「
椎
名
副
総
裁
あ
て
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に
つ
い
て
、
「
私
は
諸
悪
の
根
源
は
総
裁
選
挙
の
あ
り
方
に
あ
る
、
ま
た
政

治
に
あ
ま
り
に
も
金
が
か
か
り
過
ぎ
る
、
こ
れ
以
上
現
状
を
続
け
て
は
自
民

党
は
破
滅
す
る
と
言
い
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
私
の
深
憂
が
こ



料

の
試
案
を
準
備
し
た
動
機
で
あ
り
ま
す
。
」
と
述
べ
た
。
三
木
は
総
裁
就
任
以

前
か
ら
、

一
自
民
党
員
と
し
て
こ
れ
を
準
備
し
て
き
た
、
と
の
立
場
で
、
党

資

基
本
問
題
及
び
運
営
に
関
す
る
調
査
会
長
で
あ
っ
た
椎
名
悦
三
郎
に
こ
れ
を

提
出
し
、
「
至
急
b
b
ト
A

広
三
と
し
て
ご
審
議
下
さ
る
よ
か
設
住
点
引

用
者
)
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
総
裁
受
諾
挨
拶
の
時
点
で
既
に
試
案
を
準
備

し
て
い
た
ほ
ど
の
意
欲
を
み
せ
な
が
ら
、
前
年
七
月
の
参
議
院
選
敗
北
後
に

設
置
さ
れ
た
、
党
の
正
式
検
討
機
関
に
よ
る
審
議
を
通
し
て
党
内
コ
γ
セ
ン

サ
ス
を
形
成
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
三
木
内
閣
の
置
か
れ

て
い
た
状
況
が
良
く
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

党
外
に
向
け
て
の
三
木
内
閣
の
方
針
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
社

会
的
公
正
の
実
現
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
福
祉
予
算
を
充
実
さ
せ
て
弱

者
救
済
を
行
な
う
、
独
禁
法
を
改
正
し
て
大
企
業
の
専
横
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

と
い
う
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

政
治
資
金
規
正
法
の
改
正
、
選
挙
腐
敗
防
止
法
案
(
仮
称
〉
の
立
法
化
、

自
民
党
総
裁
公
選
規
定
の
改
正
、
独
占
禁
止
法
の
改
正
は
、
す
べ
て
こ
れ
ら

の
基
本
方
針
に
基
づ
く
謀
題
で
あ
り
、
内
閣
発
足
当
初
か
ら
掲
げ
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
立
法
の
実
現
の
成
一
合
は
、
一
二
木
内
閣
の
存
在
理
由

を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
り
わ
け
、
政
治
資
金

の
規
正
と
選
挙
腐
敗
の
防
止
に
対
し
て
は
、
発
足
し
た
翌
日
の
一
二
月
一

O

日
の
閣
議
で
積
極
的
に
と
り
組
む
こ
と
を
決
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

総
裁
公
選
規
定
の
改
正
、
独
禁
法
の
改
正
に
つ
い
て
こ
こ
で
触
れ
る
余
裕

は
な
い
が
、
独
禁
法
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
三
木
を
取
り
ま
く
党
内
の
環
境
が

悪
化
し
た
点
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
で
の

党
内
の
三
木
に
対
す
る
批
判
や
不
満
は
、
一
二
木
を
野
党
に
迎
合
的
と
す
る
印

象
と
結
び
つ
い
て
、
他
の
案
件
に
つ
い
て
の
党
内
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
成
に

も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
但
)
一
ニ
木
武
夫
前
掲
演
説
集

(
お
)
同
書
四
二

O
頁。

四
一
八

l
四
一
九
頁
。

第
三
節

選
挙
二
法
改
正
の
政
治
過
程

付

自
民
党
内
に
お
け
る
政
治
過
程

問
題
の
選
択

三
木
試
案
の
提
出
を
受
け
た
党
基
本
問
題
及
び
運
営
に
関
す
る
調
査
委
員

ム一山では

一
月
六
日
に
会
合
を
開
き
、
総
裁
公
選
規
定
問
題
と
、
政
治
資
金

規
正
法
改
正
・
選
挙
腐
敗
防
止
法
案
と
を
分
離
し
、
前
者
を
向
調
査
委
員
会

と
党
則
改
正
委
員
会
(
田
中
伊
三
次
委
員
長
〉
と
合
同
審
議
の
上
、
同
月

北法32(2・156)50()



ニ
二
日
の
党
大
会
ま
で
に
具
体
案
を
ま
と
め
る
努
力
を
す
る
こ
と
と
し
、
後

者
を
党
選
挙
調
査
会
で
検
討
す
る
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
尚
ω

早
川
の
一
一
一
木

昭和50年における公職選挙法・政治資金規正法の改正をめぐる政治過程 (1)

試
案
の
取
扱
い
方
は
、
「
一
二
木
試
案
は
総
裁
に
な
る
前
に
ま
と
め
た
も
の
で

公
表
も
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
検
討
の
参
考
資
料
と
い
う
性
格
だ
」
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
三
木
試
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
自
治
省
は
三
木
周

辺
か
ら
全
然
連
絡
を
受
け
て
い
な
い
と
い
わ
れ
、
「
当
分
は
政
府
ベ

1
ス
と

い
う
よ
り
も
、
『
自
民
党
が
中
心
に
な
っ
て
、
野
党
側
と
話
し
合
い
な
が
ら

ハ
叩
却
〉

具
体
案
を
ま
と
め
る
考
え
な
の
だ
ろ
う
』
と
自
治
省
は
静
観
の
構
え
」
と
報

じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
お
り
だ
と
す
れ
ば
、
選
挙
二
法
の
改
正
の
う
ち
、

特
に
政
治
資
金
規
正
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
三
木
周
辺
で
の
み
準
備
検
討
さ

れ
て
い
て
、
自
治
官
僚
及
び
党
は
、
後
か
ら
こ
れ
を
追
い
か
け
る
こ
と
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
特
に
、
企
業
献
金
の
三
年
後
個
人
献
金
中
心
へ
の
切
り

換
え
は
、
自
治
省
、
党
と
も
に
問
題
を
含
む
点
と
受
け
と
め
、
選
挙
調
査
会

長
早
川
と
、
衆
議
院
法
制
局
長
川
口
頼
好
と
が
中
心
と
な
っ
て
と
の
点
の
調

整
を
計
り
に
三
木
の
も
と
を
し
ば
し
ば
訪
れ
る
と
い
う
と
と
が
起
っ
た
の
で

あ
る
。他

方
、
三
木
内
閣
の
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
野
党
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
は
早

く
、
積
筏
的
取
り
組
み
を
決
め
た
閣
議
の
あ
っ
た
同
日
、
中
曽
根
幹
事
長
の

野
党
へ
の
挨
拶
の
折
に
、
明
正
選
挙
の
た
め
の
話
し
合
い
と
、
こ
れ
に
つ
い

て
の
国
会
で
の
決
議
な
ど
に
つ
い
て
の
協
議
が
野
党
と
の
間
で
す
す
め
ら
れ

た
。
そ
の
約
一
週
間
後
の
一
一
一
月
一
六
日
に
は
、
衆
議
院
に
お
け
る
社
会
党

石
橋
政
嗣
書
記
長
の
質
問
に
答
え
て
、
三
木
は
、
次
の
通
常
国
会
に
政
治
資

金
規
正
法
改
正
案
を
提
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
二
四
日
に
は
、
衆

議
院
議
員
運
営
委
員
会
理
事
会
で
、
「
金
の
か
か
ら
な
い
選
挙
制
度
の
実
現

を
期
し
、
次
の
国
会
で
定
数
是
正
、
選
挙
公
営
の
拡
大
、
連
座
制
強
化
な
ど

選
挙
法
の
改
正
と
政
治
資
金
の
規
正
に
つ
い
て
所
要
の
制
度
改
正
を
行
な

う
」
そ
の
た
め
「
政
府
が
す
み
や
か
に
『
最
善
の
措
置
』
を
と
る
よ
う
要
請

す
る
」
と
い
う
決
議
〈
選
挙
の
明
正
に
関
す
る
決
議
〉
を
、
翌
二
五
日
の
本

会
議
で
行
な
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
三
木
は
ま
ず
医
会
に
法
案
提
出
の
約
束
を
与

え
、
し
か
る
後
に
党
機
関
に
試
案
の
検
討
を
申
し
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少

数
派
閥
の
リ
ー
ダ
ー
た
る
三
木
が
、
一
二
木
派
プ
ラ
ス
国
会
対
自
民
反
三
木
勢

力
と
い
う
関
係
の
中
で
こ
の
法
改
正
過
程
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。
具
体
的
内
容
抜
き
で
行
な
わ
れ
た
「
選
挙
の
明
正
に
関
す
る
決
議
」

に
よ
っ
て
、
選
挙
二
法
の
次
国
会
提
出
は
、
単
な
る
三
木
内
閣
の
決
意
を
越

え
た
実
現
可
能
性
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
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党
内
に
お
け
る
実
質
的
な
検
討
が
は
じ
め
ら
れ
た
の
は
、

一
月
二
三
日
の

選
挙
調
査
会
総
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
決
定
は
、
三
月
一
五
日



料

ま
で
に
具
体
案
を
作
成
し
、
三
月
中
に
国
会
提
出
を
行
な
う
こ
と
、
法
案
の

主
な
内
容
は
、
政
治
資
金
の
規
正
、
衆
参
両
議
院
の
定
数
是
正
、
参
議
院
全

資

国
区
制
の
改
正
、
選
挙
公
営
の
拡
大
、
と
し
、
選
挙
腐
敗
防
止
法
の
制
定

は
、
公
職
選
挙
法
の
改
正
に
よ
っ
て
も
十
分
趣
旨
を
実
現
で
き
る
の
で
行
な

わ
な
い
こ
と
、
政
治
資
金
の
規
正
以
外
の
問
題
で
は
、
衆
参
両
議
院
の
公
職

選
挙
法
改
正
に
関
す
る
(
調
査
〉
特
別
委
員
会
理
事
会
な
ど
を
通
し
て
、
与

野
党
が
話
し
合
い
、
そ
の
合
意
を
前
提
に
す
す
め
る
こ
と
、
法
案
形
成
の
タ

タ
キ
台
と
し
て
、
三
木
試
案
及
び
第
五
次
選
挙
制
度
審
議
会
の
答
申
を
用
い

る
が
あ
く
ま
で
も
参
考
に
と
ど
め
る
こ
と
、
衆
議
院
議
員
の
定
数
是
正
は
、

ワ

γ
・
パ
ッ
ケ
ー
ジ

参
議
院
地
方
区
定
数
是
正
及
び
全
国
区
制
改
正
と
-
括
方
式
で
処
理
す
る
こ

「
『
選
挙
制
度
は
野
党
の
反
対
が
あ
れ
ば
手
を

つ
け
な
い
』
と
の
三
木
首
相
の

w
公
的
」
は
次
第
に
後
退
せ
ざ
る
を
得
な

い
情
勢
と
な
り
、
一
一
九
臼
の
選
挙
調
査
会
で
は
、
参
議
院
全
国
区
の
比
例
代

と
、
な
ど
の
点
で
あ
っ
た
。

表
制
採
用
と
の
一
括
方
式
で
な
け
れ
ば
、
定
数
是
正
に
は
応
じ
な
い
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
三
木
は
三

O
日
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
の

一
括
方
式
に
必
ら
ず
し
も
こ
だ
わ
ら
な
い
旨
の
発
言
を
し
た
が
、

答
弁
で

自
民
党
首
脳
は
即
時
こ
れ
に
厳
し
く
反
発
し
、
同
夜
、
井
手
一
太
郎
官
房
長

官
を
通
し
て
、
政
府
自
民
党
は
あ
く
ま
で
一
括
方
式
を
と
り
、
全
国
区
は
比

例
代
表
制
に
つ
い
て
与
野
党
聞
の
合
意
が
で
き
な
い
場
合
に
は
見
切
り
発
車

、。リ
J

し
て
、
自
民
党
案
を
国
会
に
提
出
す
る
と
い
っ
た
態
度
を
表
明
し
叫

k

衆
議

院
の
定
数
是
正
に
つ
い
て
は
、
前
年
二
月
に
、
二

O
人
定
員
増
、
六
人
以

(
引
)

上
は
分
区
、
の
自
民
党
非
公
式
案
で
与
野
党
が
ほ
ぼ
合
意
に
達
し
て
い
た
。

一
旦
合
意
に
達
し
た
問
題
に
つ
い
て
も
他
と
一
括
し
て
で
な
け
れ
ば
改
正
に

応
じ
な
い
と
す
る
自
民
党
の
態
度
の
背
後
に
は
、
「
も
と
も
と
選
挙
制
度
の

改
正
で
利
益
を
受
け
る
の
は
野
党
だ
か
ら
、
野
党
か
一
括
改
革
に
応
じ
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
選
挙
制
度
を
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は

〔

uv

考
え
な
い
。
」
と
い
う
計
算
が
働
い
て
い
る
。
三
木
と
党
と
の
問
で
は
、
社
会

的
公
正
の
実
現
と
い
う
問
題
関
心
と
、
議
席
獲
得
の
上
で
党
お
よ
び
自
分
に

ど
の
く
ら
い
有
利
か
と
い
っ
た
利
害
関
心
を
め
ぐ
る
価
値
意
識
の
あ
り
方

に
、
か
な
り
違
い
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
昭
和
四
七
年
一
二

月
の
総
選
挙
で
、
自
民
党
は
議
席
を
二
八
減
ら
し
、
選
挙
後
の
無
所
属
か
ら

の
編
入
を
含
め
て
も
一
一
一
一
議
席
減
と
な
っ
た
。
田
中
内
閣
の
下
で
、
四
九
年

一一一月
l
五
月
に
か
け
て
、
衆
議
院
選
挙
区
制
に
小
選
挙
区
制
・
比
例
代
表
制

併
立
案
を
導
入
す
る
こ
と
が
真
剣
に
考
え
ら
れ
た
が
、
開
会
中
の
第
七
一
特

別
国
会
で
成
立
さ
せ
る
に
は
準
備
期
聞
が
不
足
で
あ
っ
た
た
め
、
法
案
提
出

(
目
別
〉

が
断
念
さ
れ
る
と
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
る
上
、
同
年
七
月
の
参
議
院
選
挙
で

自
民
党
が
敗
北
し
て
与
野
党
伯
仲
と
な
っ
た
た
め
、
参
議
院
に
つ
い
て
も
選

挙
制
度
そ
の
も
の
を
改
め
て
全
国
区
に
非
拘
束
比
例
代
表
制
を
導
入
し
よ
う
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と
す
る
動
き
が
一
一
層
強
ま
っ
た
。
党
内
の
意
見
が
、
政
治
資
金
の
規
正
や
定

昭和50年における公職選挙法・政治資金規正法の改正をめぐる政治過程 (I) 

数
是
正
の
問
題
を
切
り
離
さ
ず
、
む
し
ろ
、
選
挙
区
制
の
変
更
を
優
先
す
べ

き
と
い
う
考
え
方
に
傾
き
が
ち
で
あ
っ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
背
景
と
、

更
に
、
そ
の
推
進
主
体
が
党
内
最
大
派
闘
を
擁
す
る
田
中
で
あ
っ
た
と
い
う

事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
選
挙
調
査
会
長
の
早
川
は
、
元
来

中
選
挙
区
比
例
代
表
制
(
移
譲
方
式
)
を
提
唱
し
て
い
て
、
積
極
的
小
選
挙

区
論
者
で
は
な
く
、
選
挙
調
査
会
の
意
見
と
し
て
も
、
衆
議
院
の
小
選
挙
区

制
化
の
問
題
は
、
昭
和
五

O
年
当
時
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

二
月
四
日
、
選
挙
調
査
会
正
副
会
長
と
衆
参
両
院
の
公
選
法
特
別
委
員
長

の
初
の
合
同
会
議
で
、
①
選
挙
公
営
化
の
拡
充
(
選
挙
用
自
動
車
、
事
務
所

の
費
用
を
国
が
負
担
)
②
事
前
運
動
段
階
で
の
監
視
、
制
限
の
強
化
〈
選
挙

区
有
権
者
へ
の
寄
付
制
限
、
後
援
会
立
て
看
板
禁
止
、
解
散
電
報
禁
止
)
③

連
座
制
強
化
の
た
め
の
措
置
を
と
る
④
衆
議
院
定
数
是
正
は
衆
議
院
公
選
法

特
別
委
で
の
前
年
の
合
意
ど
お
り
二

O
名
の
増
員
を
認
め
、
参
議
院
全
国
区

改
正
と
一
括
し
て
成
立
さ
せ
る
⑤
全
国
区
制
の
比
例
代
表
制
を
、
「
拘
束
」

「
非
拘
束
」
の
い
ず
れ
に
す
る
か
は
参
議
院
側
に
ま
か
せ
る
、
と
い
っ
た
基

本
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
な
お
、
政
治
資
金
問
題
は
時
間
切
れ
の
た
め
に

六
日
の
合
同
会
議
に
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

自
民
党
内
に
お
け
る
選
挙
二
法
の
改
正
に
関
す
る
政
策
決
定
は
、
以
後
、

こ
の
基
本
方
針
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
参
議
院
全
国
区
制
の
改
正
と
定
数

是
正
、
連
座
制
強
化
を
ふ
く
む
、
選
挙
運
動
へ
の
規
制
、
お
よ
び
政
治
資
金

の
規
正
、
の
一
ニ
つ
が
、
こ
の
後
重
要
な
争
点
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
は

こ
こ
に
示
し
た
阪
に
、
そ
の
展
開
の
過
程
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

(
お
)
『
赤
旗
』
ハ
一
九
七
五
年
一
月
七
日
)
。

(
幻
〉
『
朝
日
』
ハ
同
一
月
二
四
日
)
。

〈
お
)
同
(
一
月
七
日
〉
。

(

ω

)

『
毎
日
』
(
一
月
一
一
一

O
日)。

(
必
〉
『
朝
日
』
ハ
一
月
一
ニ

O
日)。

(
M
U
)

一
九
七
四
年
一
一
月
に
、
自
民
党
松
野
頼
三
に
よ
る
党
非
公
式
案
で

合
意
を
み
た
も
の
。
同
月
二
六
日
に
同
案
を
党
総
務
会
に
か
け
て
党
案

と
す
る
手
は
ず
だ
っ
た
が
、
田
中
前
総
理
大
臣
の
辞
職
で
棚
ざ
ら
し
と

な
っ
て
い
た
。
そ
の
時
の
野
党
共
同
案
は
、
右
自
民
党
案
に
同
意
、
参

議
院
全
国
区
改
革
な
ど
を
か
ら
め
た
一
括
改
正
に
絶
対
反
対
、
分
区
線

引
は
自
治
省
が
原
案
を
作
り
小
委
員
会
が
決
定
、
衆
議
院
定
数
是
正
だ

け
で
も
臨
時
国
会
に
提
出
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

(
必
)
『
朝
日
』
(
一
月
三

O
日)。

(
必
〉
田
中
は
ゴ
一
月
七
日
「
維
新
会
」
席
上
で
小
選
挙
区
制
導
入
を
言
明
、

三
月
九
日
党
選
挙
調
査
会
長
に
今
国
会
で
の
成
立
を
指
示
。
五
月
一
五

日
断
念
。
な
お
朝
日
新
聞
社
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
を

割
る
得
票
率
で
も
自
民
党
は
五
二

O
議
席
中
四
一
一
に
な
る
と
い
わ
れ
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料資

た
。
毎
日
新
聞
社
政
治
部
編
『
自
民
党
』

一
一
一
頁
。

門
川
日
)
八
月
に
は
竹
下
副
幹
事
長
が
問
中
派
青
年
研
修
会
で
、
九
月
九
日
に

は
自
民
党
選
挙
調
査
会
が
同
趣
旨
の
主
張
を
行
な
っ
た
。

(
昭
和
四
八
年
〉
一

O
六

|

参
議
院
全
国
区
制
の
改
正
と
定
数
是
正
問
題
の
展
開

日目

参
議
院
自
民
党
の
動
き
と
し
て
は
、
ま
ず
二
月
七
日
に
全
国
区
選
出
議
員

を
招
い
て
の
役
員
会
、
そ
の
後
週
一
回
の
全
議
員
に
よ
る
話
し
合
い
が
行
な

(
日
制
一
〉

わ
れ
た
。
七
日
の
役
員
会
で
は
、
大
勢
と
し
て
は
「
非
拘
束
式
」
を
導
入
す

ベ
き
と
い
う
意
見
が
強
か
っ
た
が
、
「
拘
束
式
」
あ
る
い
は
「
現
行
制
度
の

ま
ま
」
で
良
い
と
す
る
意
見
も
あ
っ
て
結
論
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
参
議
院

自
民
党
に
委
ね
ら
れ
た
制
度
改
革
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
二
月
一
四
日
の
、
選

挙
調
査
会
総
会
ま
で
に
意
見
調
整
が
つ
か
ず
、
一
八
日
に
参
議
院
自
民
党
政

策
審
議
会
室
長
丸
茂
重
貞
・
福
田
患
の
も
む
を
開
い
て
意
見
を
交
し

た
結
果
で
は
、
出
席
議
員
約
四

O
名
中
の
多
く
が
、
現
行
通
り
も
し
く
は
非

拘
束
式
比
例
代
表
制
導
入
を
支
持
し
た
と
い
わ
れ
る
。
二
六
日
の
参
議
院
議

員
総
会
で
は
、
参
議
院
側
の
意
向
を
一
本
に
ま
と
め
る
こ
と
を
せ
ず
、
こ
れ

ま
で
五
回
に
わ
た
る
政
策
審
議
会
総
会
で
の
論
議
の
経
過
を
、
そ
の
ま
ま
党

の
選
挙
調
査
会
に
伝
え
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
同
じ
日
に
、
問
中
派
(
七
日

会
〉
の
公
職
選
挙
法
問
題
研
究
会
(
主
査
、
久
野
忠
治
〉
は
、
衆
議
院
の
定

数
是
正
は
小
選
挙
区
制
実
現
ま
で
の
暫
定
措
置
と
し
て
二

O
名
増
員
案
を
認

め
る
が
、
あ
く
ま
で
も
参
議
院
の
改
革
を
ワ

γ
・
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
行
な
い
、

全
国
区
は
非
拘
束
式
比
例
代
表
制
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
翌
二
七
日
、

全
国
区
比
例
代
表
制
に
つ
い
て
意
見
が
ま
と
ま
ら
な
い
の
で
、
選
挙
調
査
会

は
結
論
を
コ
一
月
四
日
の
同
総
会
ま
で
持
ち
越
す
こ
と
と
し
た
が
、
三
日
、
こ

の
問
題
は
、
比
例
代
表
制
の
扱
い
そ
の
も
の
を
含
め
て
政
府
の
判
断
に
委
ね

る
こ
と
を
、
合
同
会
議
を
闘
い
て
決
定
し
た
。
翌
日
の
調
査
会
総
会
は
、
公

職
選
挙
法
改
正
大
綱
を
原
案
通
り
可
決
し
、
数
日
中
に
も
政
調
審
議
会
、
総

務
会
に
諮
っ
た
上
自
治
省
に
法
案
化
を
求
め
る
と
い
う
日
程
が
示
さ
れ
た
。

(
付
制
〉

こ
の
場
で
も
「
拘
束
式
」
に
反
対
意
見
が
強
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
参
議
院

議
員
会
長
安
井
謙
、
丸
茂
重
貞
な
ど
は
、
「
『
金
の
か
か
ら
な
い
選
挙
の
た

め
に
比
例
代
表
制
が
急
務
な
の
は
よ
く
わ
か
る
』
と
軟
化
」
し
た
と
は
い

え
、
「
『
と
て
も
関
係
議
員
を
ま
と
め
る
自
信
は
な
い
一
吋
と
消
極
的
」
な
態
度

で
あ
り
、
参
議
院
自
民
党
に
は
「
拘
束
式
」
へ
と
コ
ン
セ

γ
ザ
ス
を
形
成
し

て
い
く
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
不
在
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
調
査
会
に
お

け
る
政
府
一
任
決
定
を
受
け
て
、
三
木
首
相
を
は
じ
め
、
中
曽
根
幹
事
長
、

松
野
政
調
会
長
ら
は
「
拘
束
式
」
導
入
の
方
向
で
決
着
を
つ
け
よ
う
と
試

み
、
こ
こ
に
党
執
行
部
と
参
議
院
自
民
党
議
員
団
と
の
対
立
の
状
況
が
生
ま

れ
る
か
に
み
え
た
。
し
か
し
、

一
O
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
発
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一
言
口
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
コ
一
木
は
未
だ
裁
断
と
い
う
形
で
自
ら
結
論
を
下

〔
州
制
)

す
べ
き
時
期
と
は
考
え
て
い
な
い
。

(1) 

松
野
・
早
川
は
、
二
日
に
も
参
議
院
全
国
区
選
出
議
員
と
の
懇
談
を
行

な
い
、
「
拘
束
式
」
導
入
へ
の
理
解
を
求
め
た
が
、
「
拘
束
式
」
の
下
で
は
不

利
に
な
る
可
能
性
の
大
き
い
新
人
議
員
を
中
心
に
、
「
大
多
数
の
議
員
か

(
印
)

ら
:
:
:
反
対
論
が
続
出
し
た
」
と
い
わ
れ
る
。
松
野
は
こ
の
後
の
記
者
会
見

で
、
参
議
院
側
の
六
、
七
割
が
「
非
拘
束
」
を
主
張
し
て
お
り
、
時
聞
を
か

け
て
理
解
を
求
め
る
と
い
っ
た
主
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
執
行

昭和50年における公職選挙法・政治資金規正法の改正をめぐる政治過程

部
側
に
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
意
思
の
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
田
中
派
は
か
ね
て
か
ら
非
拘
束
式
を
主
張
し

て
お
り
、
参
議
院
自
民
党
内
で
は
最
大
派
闘
で
あ
る
上
、
大
平
派
を
合
わ
ぜ

る
と
半
数
を
占
め
る
勢
力
と
な
る
の
に
対
し
、
一
ニ
木
派
は
ほ
と
ん
ど
影
響
力

を
発
揮
で
き
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
結
局
、
三
木
執
行

部
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。
フ
放
棄
の
形
で
結
着
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。一

四
日
早
川
と
党
三
役
お
よ
び
参
議
院
関
係
議
員
に
よ
る
会
合
で
、
早
川

〈日
υ

は
「
変
形
拘
束
式
」
と
も
い
え
る
妥
協
案
を
提
示
し
た
が
参
議
院
側
を
説
得

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
翌
日
、
椎
名
副
総
裁
を
加
え
て
再
協
議
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
一
五
日
の
会
合
の
場
で
も
、
執
行
部
は
参
議
院
側
を
説
得
で
き
ず
、

そ
こ
で
示
さ
れ
た
の
が
参
議
院
自
民
党
議
員
全
員
を
対
象
と
す
る
ア
ン
ケ
l

ト
調
査
の
実
施
で
あ
る
。
執
行
部
側
で
は
、
前
日
の
早
川
案
が
受
け
容
れ
ら

れ
る
可
能
性
、
地
方
区
議
員
の
中
か
ら
の
賛
成
意
見
な
ど
、
期
待
で
き
る
要

素
を
あ
げ
て
は
い
る
が
、
一
四
日
の
会
合
の
後
に
既
に
安
井
議
員
会
長
が
早

川
案
に
も
反
対
の
旨
を
、
参
議
院
自
民
党
執
行
部
の
意
見
と
し
て
明
ら
か
に

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
状
況
の
好
転
は
ほ
と
ん
ど
望
む
べ
く
も
な
か
っ

た
。
参
議
院
側
党
幹
部
が
「
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
も
、
拘
束
比
例
代

表
制
の
支
持
が
ふ
え
る
こ
と
は
な
此
」
と
の
見
通
し
を
示
す
中
で
、
執
行
部

は
、
結
果
を
「
最
大
限
に
尊
重
す
る
」
こ
と
を
表
明
し
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
は
、
反
対
が
七

O
パ

1
セ
ン

ト
を
上
回
っ
た
と
さ
れ
、
三
木
首
相
も
二

O
日
事
実
上
断
念
の
意
向
を
示
し

た
。
残
さ
れ
た
問
題
は
、
議
員
定
数
の
是
正
を
こ
れ
と
一
括
し
て
行
な
う
と

し
た
前
年
の
党
議
決
定
に
よ
る
拘
束
で
あ
っ
た
。
参
議
院
全
国
区
の
改
革
が

で
き
な
い
こ
と
を
、
定
数
是
正
に
手
を
つ
け
な
い
理
由
と
す
る
こ
と
は
、
一
二

木
内
閣
と
し
て
一
一
層
の
後
退
と
な
る
。
二
四
日
に
閲
か
れ
た
、
三
木
、
福
田

〈
一
〉
(
自
治
相
)
、
椎
名
、
中
曽
根
、
灘
尾
、
松
野
、
早
川
、
安
井
、
丸
茂

ら
に
よ
る
首
脳
会
談
で
は
、
当
初
「
非
拘
束
」
の
採
用
が
予
想
さ
れ
て
い
た

門

臼

)
が
、
結
局
は
、
参
議
院
全
国
区
制
度
と
地
方
区
定
数
是
正
は
見
送
ら
れ
、
衆
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議
院
定
数
是
正
だ
け
が
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
拘
束
式
を
断
念
し
た
理



料

由
と
し
て
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
尊
重
、
即
ち
、
参
議
院
自
民
党
の
煮
思

の
尊
重
が
、
非
拘
束
式
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
金
が
か
か

資

る
こ
と
の
解
決
に
な
ら
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
野
党
の
強
い
反
対
が
予
想
さ

れ
る
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
げ
ら
れ
、
党
議
決
定
と
の
抵
触
に
つ
い
て
は
、

「
参
院
選
挙
制
度
の
改
革
そ
の
も
の
を
断
念
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
暫
時
保

留
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
ワ
ン
・
パ
ッ
ケ
ー
ジ
方
式
の
精
神
は
残
っ
て
い
る
」

ハ日〉

(
松
野
政
調
会
長
)
と
説
明
、
が
つ
け
ら
れ
た
。
即
ち
、
「
拘
束
式
」
は
、
参

議
院
側
の
抵
抗
で
、
「
非
拘
束
式
」
は
三
木
の
反
対
で
そ
れ
ぞ
れ
演
さ
れ
、

参
議
院
地
方
区
の
議
員
定
数
の
是
正
が
道
連
れ
に
さ
れ
て
見
送
ら
れ
、
衆
議

院
議
員
定
数
是
正
が
か
ろ
う
じ
て
提
案
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

」
の
決
定
は
、
翌
二
五
日
の
政
調
審
議
会
、
総
務
会
で
承
認
さ
れ
、
党
案
と

な
っ
た
。

〈
必
)
『
朝
日
』
ハ
一
一
月
八
日
三

(
日
叩

U

『
朝
日
』
ハ
二
月
二
七
日
〉
総
会
に
は
同
党
議
員
な
ら
だ
れ
で
も
出

席
・
発
言
で
き
る
。

(
幻
)
『
朝
日
』
(
一
二
月
四
日
)
。

(
必
)
同
(
一
二
月
九
日
)
。

ハ
必
)
同
様
の
発
言
は
九
日
の
大
阪
で
行
な
わ
れ
た
記
者
会
見
で
も
み
ら
れ

る
、
『
朝
日
』
(
三
月
一
六
日
)
。

(
m
u
 

(

日

)

ハ
臼
)

(

臼

)

(

M

U

 

同
『
止
抗
古
河
』

『
朝
日
』

同
『
曲
師
士
冗
』

(
一
一
一
月
一
一
一
日
)
。

(
三
月
一
五
日
)

0

(
一
二
月
一
六
日
U
o

ハ
一
二
月
二
四
日
)
。

(
一
一
一
月
二
五
日
)
。

(
未
完
〉
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Hokkaido L. Rev. 

Political Process of Legislation: A Case Study of 

1975 Amendment of Japanese Election Laws (1) 

Toshikazu AIUCHlキ

This material aimed at clarifying and analysing Japanese 

legislative process. The legislative process of 1975 amendment on two 

election laws， which are Public Offices Election Law (Koshoku.senkyo圃

ho) and Regulation of Political Activity Funds Act (Seijishikin-kisei-

ho)， will be analysed through published documents such as Diet 

Papers， newspapers， periodicals， party organs and so on， interviews 

with the political party members， government officials of Ministry 

of Home Affairs and Cabinet Legislation Bureau， and also through 

discussion meetings with scholarly specialists in this topic. The content 

is as follows; 

D Policy making and decision making systems of LDP (Liberal 

Democratic Party) 

][) Factional situation of LDP and長1ikiCabinet in 1975 

]][) Political process of amendment 

(to be continued) 
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